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① 令和4年4月11日（月）に予定していた令和3年度定期総会は
コロナウィルス感染防止の為、各議案の議決権を行使いたします。
尚、衛生講習も行わないので感染対策など十分に行って下さい。

② 「事業復活支援金」について
新型コロナウィルス感染症の影響を受けた事業者
2021年11月～2022年3月のいずれかの月の売上高が2018年11月～2021年3月の間の任意の同じ月の
売上高と比較して50％以上または30％以上50％未満減少した事業者に30万～50万円給付されます。
尚、専門家（行政書士）が支援金の申請をサポートします。
詳細は県組合ホームページ、不明な点は県事務局で確認してください。

③ 保健所からのお知らせ
先日コロナウィルスに感染した方、または濃厚接触者で外出禁止があったお客様が保健所で
PCR検査を受けたところ陰性のため外出禁止が解除され理容店に来店された際、気をつけることを
聞きました。
1．お客様に問診してください　熱があるか
2．味覚障害、臭覚障害はどうか
3．咳がまだ止まらない
この様な症状がある場合は保健所からＯＫが出ていても入店を控えて頂く。
2の味覚障害、臭覚障害については後遺症が長く続く場合もありますのでお客様にもマスク着用した
まま施術をする、またシェービングは無しで行うなど対策をして施術してください。
基本的に保健所での検査で陰性ですので各店舗で判断しながら施術してください。
今年度総会が中止の為、保健所の衛生講習はありません。
消毒法に関しましては理容師法に基づく消毒方法、新型コロナウィルスに関する消毒法も昨年度と
全く変更はありませんので昨年の衛生講習で配られた資料を熟読され適切な消毒法を遵守され
営業して頂きたいと思います。



柏支部の理容クロサキ　仁田さんの娘（仁田さくら）さんが
第18回ネイルチップコンテストで金賞を受賞しました。


